
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
被
共
済
者
が
退
職
し
た
場
合
の
届
出
）

（
被
共
済
者
が
退
職
し
た
場
合
の
届
出
）

第
七
十
二
条

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
共
済
者
が
退
職

第
七
十
二
条

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
共
済
者
が
退
職

し
た
旨
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機

し
た
旨
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機

構
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

構
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称

一

共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

被
共
済
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

被
共
済
者
の
氏
名

三

被
共
済
者
の
退
職
の
年
月
日

三

被
共
済
者
の
退
職
の
年
月
日

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
共
済
手
帳
の
請
求
等
）

（
共
済
手
帳
の
請
求
等
）

第
百
二
条

共
済
契
約
者
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

第
百
二
条

共
済
契
約
者
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
共
済
手
帳
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し

よ
り
共
済
手
帳
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し

、
共
済
契
約
者
証
票
を
提
示
し
て
、
そ
の
共
済
手
帳
を
交
付
し

、
共
済
契
約
者
証
票
を
提
示
し
て
、
そ
の
共
済
手
帳
を
交
付
し

よ
う
と
す
る
被
共
済
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載

よ
う
と
す
る
被
共
済
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
退

し
た
退
職
金
共
済
手
帳
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

職
金
共
済
手
帳
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
共
済

た
共
済
手
帳
が
あ
る
と
き
は
、
退
職
金
共
済
手
帳
交
付
申
請
書

手
帳
が
あ
る
と
き
は
、
退
職
金
共
済
手
帳
交
付
申
請
書
に
こ
れ

に
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）


